
町田市高齢者の医療費の助成に関する条例 

（目的） 

第１条 この条例は、高齢者に係る医療費の一部を助成することにより、高齢者の保

健の向上を図り、もって高齢者福祉の増進に寄与することを目的とする。 

（資格要件） 

第２条 この条例により医療費の助成を受けることができる者（以下「対象者」とい

う。）は、次に掲げる要件を満たす者とする。     

（１）町田市後期高齢者医療に関する条例（平成２０年３月町田市条例第１１号）第

３条に規定する被保険者であること。 

（２）市町村民税世帯非課税者（その属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が療養

のあった月の属する年度（療養のあった月が４月から７月までの場合にあっては、

前年度）分の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による市町村民税（同

法の規定による特別区民税を含む。）が課されない者をいう。）であること。 

（医療証の交付） 

第３条 医療費の助成を受けようとする者は、市長に申請し、町田市規則（以下「規

則」という。）で定めるところにより、この条例による助成を受ける資格を証する

医療証の交付を受けなければならない。 

（助成の範囲） 

第４条 町田市は、対象者の疾病又は負傷について、高齢者の医療の確保に関する法

律（昭和５７年法律第８０号。以下「法」という。）の規定により医療に関する給

付が行われた場合における医療費（法に規定する療養に要する費用の額の算定方法

によって算定された額（法の規定に基づきこれと異なる算定方法によることとされ

ている場合においては、その算定方法によって算定された額）を超える額を除く。）

のうち、法の規定によって対象者が負担すべき額（入院時食事療養費に係る食事療

養標準負担額及び入院時生活療養費に係る生活療養標準負担額を除く。）を助成す

る。 



２ 前項の規定による助成は、他の法令によって医療に関する給付を受けることがで

きるときは、その給付の限度において行わない。 

（医療費の助成） 

第５条 医療費の助成は、市長が指定した病院、診療所若しくは薬局又はその他の者

（以下この項において「指定医療機関等」という。）において、医療証の交付を受

けた対象者が、医療証を提示して、診療、薬剤の支給又は手当を受けた場合に、助

成する額を当該指定医療機関等に支払うことによって行う。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が特別の理由があると認めるときは、対象者に支

払うことにより医療費の助成を行うことができる。 

（届出義務） 

第６条 対象者は、第３条の規定により申請した事項に変更が生じたときは、その旨

を速やかに市長に届け出なければならない。 

２ 対象者は、規則に定めるところにより毎年、前年の所得の状況を市長に届け出な

ければならない。 

（譲渡又は担保の禁止） 

第７条 対象者は、この条例による医療費の助成を受ける権利を、譲渡し、又は担保

に供してはならない。 

（助成費の返還） 

第８条 市長は、偽りその他不正の行為によって、医療費の助成を受けた者があると

きは、その者から当該助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。 

（委任） 

第９条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２３年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （準備行為） 



２ この条例を施行するために必要な医療証の交付申請の受付、医療証の交付その他

の準備行為は、施行日前に行うことができる。 



（提案理由説明） 

 本案は、後期高齢者医療制度の対象となる者のうち、低所得者が窓口で支払う自己

負担額の２分の１を助成することにより、医療費の負担を軽減し、もって高齢者福祉

の増進を図ることを目的として、提案するものである。 

 


